
１１ 

1 

 

議案第３７号 

   南房総広域水道企業団の解散に伴う財産処分に関する協議について 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２８９条の規定により、令和８年３月３１日

をもって解散する南房総広域水道企業団の財産処分を次のとおり関係地方公共団体と協議

するに当たり、同法第２９０条の規定により議会の議決を求める。 

  令和７年６月５日提出 

                       南房総市長  石 井    裕   

  

   南房総広域水道企業団の解散に伴う財産処分に関する協議書 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２８９条の規定により、令和８年３月３１日

をもって解散する南房総広域水道企業団の財産処分を次のとおり定める。 

１ 南房総市に承継する財産 

・土地 

所在地 地目 登記簿面積 

南房総市下滝田字寺原２４９番２ 水道用地 ６６８㎡ 

２ 大多喜町に承継する財産 

・土地 

所在地 地目 登記簿面積 

千葉県夷隅郡大多喜町上原字打越堀１１９８番２ 田 １９㎡ 

千葉県夷隅郡大多喜町上原字打越堀１１９９番３ 田 ５６㎡ 

千葉県夷隅郡大多喜町上原字打越堀１１８９番５ 宅地 ２６．０５㎡ 

千葉県夷隅郡大多喜町上原字打越堀１１９１番９ 宅地 ２４．０５㎡ 

千葉県夷隅郡大多喜町西部田字川島９０５番４ 田 ６０㎡ 

千葉県夷隅郡大多喜町西部田字川田９１２番１４ 田 １０９㎡ 

千葉県夷隅郡大多喜町西部田字竹ノ沢７９８番２ 雑種地 ６６㎡ 

千葉県夷隅郡大多喜町上原西部田柳原入会字沢山

１１番５４３ 
雑種地 ２６５㎡ 

千葉県夷隅郡大多喜町上原西部田柳原入会字沢山

１１番５４４ 
雑種地 １４９㎡ 
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所在地 地目 登記簿面積 

千葉県夷隅郡大多喜町上原西部田柳原入会字沢山

１１番５４５ 
雑種地 ４．００㎡ 

３ 千葉県企業局の承継する財産 

１、２以外の全て 

 


